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介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 定 訪 問 介 護 事 業 所 が 障 害 者 自 立 支 援 法 に

基 づ く 居 宅 介 護 を 行 う 場 合 の 取 扱 い に つ い て  

                                                       平成19年10月25日 、 事務連絡 

                                   都道府県介護保険主管課 （ 室 ） 宛 

                                   厚生労働省老健局振興課通知 

 

 

介護保険制度の円滑な推進については 、 日頃から御協力を賜り厚 く お礼申し上げます 。  

さ て 、 今般 、 平成20年 4 月 1 日よ り開始される改正介護保険法の指定の更新に伴い 、 介護保険法に基づ く 指定訪問介護事業

所 （ 以下 「 指定訪問介護事業所 」 と い う 。） が障害者自立支援法による指定居宅介護 （ 以下 「 指定居宅介護 」 と い う 。） を行

う 場合の取扱いについて 、 複数の自治体よ り照会があったため 、 別添のと お り Q&A をお示し ますので 、 貴職におかれて も留

意し て実施するよ う 、 管内市町村及び指定訪問介護事業所等に周知する と と もに 、 障害福祉担当部局と連携を図るなど 、 指定

の更新事務が円滑に実施でき る よ う ご配意をお願い し ます 。  

なお 、 本件については 、 社会 ・ 援護局障害保健福祉部障害福祉課と協議済みである こ と を申し添えます 。  

 

 

別添 

介護保険法に基づ く 指定訪問介護事業所が障害者自立支援法に基づ く 居宅介護を行 う 場合の取扱いについて 

 

（ 質問 ）  

指定訪問介護事業所が指定居宅介護事業所の指定も併せて受けてお り 、 指定訪問介護事業所におけるサービス提供責任者

が指定居宅介護事業所のサービス提供責任者を兼務し ている場合 、 「 指定居宅サービス等の人員 、 設備及び運営に関する基

準 」 （ 平成11年厚生省令第 ３ ７ 号 。 以下 「 指定基準 」 と い う 。） の違反になるのではないか 。  

 

（ 答 ）  

指定訪問介護事業所におけるサービス提供責任者は 、 指定基準において 、 「 専らその職務に従事する者でなければな ら な

い 」 と されているが 、 訪問介護事業所が 「 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業等の人員 、 設備及び運営に

関する基準について 」 ( 平成 １ ８ 年 １ ２ 月 ６ 日障発第 1 2 0 6 0 0 1 号 ) に基づき介護保険法上の指定を受けている こ と を も っ

て指定居宅介護の指定を受け 、 同一事業所で一体的に事業を運営し ている場合には 、 指定居宅介護のサービス提供責任者と し

て兼務する こ とは差し支えない 。 ただ し以下の点に留意する こ と 。  

 

１ ． 指定基準において 、 指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所ご と に置 く べき訪問介護員等 （ 介護福祉士又は訪問介護員

をい う 。 以下同じ 。） の員数は 、 常勤換算方法で ２ ． ５ 以上と されている 。  

これは 、 職員の支援体制等を考慮し た最小限の員数と し て定められた ものである こ とから 、 訪問介護員等の常勤換算に当

た っ ては 、 本来 、 介護保険の被保険者に対するサービスに従事し た時間のみを算入すべきであるが 、 指定訪問介護事業所が

指定居宅介護を提供する場合にあっ ては 、 介護保険の被保険者に対し てサービスを提供し 、 なお 、 人員に余力がある場合に

限り 、 指定居宅介護に従事し た時間も算入し て も差し支えない 。  

 

２ ． 指定訪問介護事業所における管理者について も 、 指定基準において 、 専ら その職務に従事する者でなければな ら ないこ と

と されているが 、 指定訪問介護事業所の管理者と し ての業務に支障がない場合には 、 指定居宅介護事業所における管理者と

兼務し て差し支えないこ と 。  

 

３ ． 指定訪問介護の提供に当たる訪問介護員等の員数が常勤換算方法で ２ ． ５ に満たない場合であっ て 、 指定居宅介護の提供

を行 う こ と によ り 、 介護保険の被保険者の申込に応じ て指定訪問介護の提供ができない と きは 、 指定基準第 ９ 条に規定する

指定訪問介護の提供拒否の正当な理由には該当し ないこ と 。  

 

４ ． 指定訪問介護と指定居宅介護との経理を明確に区分し て実施する こ と 。  


